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地区計画は、建築基準法における用途地域などの全国一律のルールに加え、

街区や共通した特徴を持っている場所を範囲とする「地区」を単位として、建築

物の用途や高さ、色彩などに関するまちづくりのルールを、地区の特性に応じた

独自のルールとして、都市計画に定めるものです。 

 

 

 

本地区は、駒寄スマートＩＣの東南部に位置し、幹線道路が交わる場所で

あるため、交通利便性が高く、集客性も良い地区です。広域交通の利便性を

生かすことができる優良企業の誘致を進め、良好な商業集積地を形成する

ことにより、町の持続的な発展、活力の維持を図り、安定的な税収と雇用の

拡大を目指します。 

 

 

本地区は、駒寄スマートＩＣの東南部に位置し、幹線道路が交わる場所で

あるため、交通利便性が高く、集客性も良い地区です。バイパス機能として

の速達性等を保持しつつ、市街地の無秩序な拡大や風俗施設の建築などの

周辺環境に対する悪影響を防ぎながら、利便性向上や町の持続的発展に資

する店舗、工場などの立地について、周辺環境との調和を取ることを目標と

します。 

 

 

本地区は、多くの町民が日常的な買い物をする店舗が集積する前橋伊香

保線沿道の前橋市と隣接した地区です。良好な商業集積地の形成のため、

無秩序な乱開発を規制し、都市基盤の整備を推進し、農地や住宅地等の周

辺環境との調和に配慮した景観形成を目標とします。 
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本地区は、関越自動車道駒寄スマートＩＣの北西部に位置し、（一）南新井

前橋線バイパスに近接する交通利便性の高い地区です。本地区においては、

適正かつ合理的な土地利用を推進することにより、産業団地としての良好

な環境を形成し、及び維持するとともに、周辺環境との調和を図ることを目

標とします。 
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ア　地区を４地区に区分 

イ　建築物の用途の制限 

ウ　建築物の敷地面積の最低限度 

エ　建築物等の形態、意匠の制限 

オ　垣又は柵の構造の制限（Ｃ地区及びＤ地区に限ります。） 

 

 

ア　建築物の用途の制限 

イ　建築物の敷地面積の最低限度 

ウ　建築物等の形態、意匠の制限 

エ　垣又は柵の構造の制限 

 

 

ア　建築物の用途の制限 

イ　建築物の敷地面積の最低限度 

ウ　建築物等の形態、意匠の制限 

エ　垣又は柵の構造の制限 

 

 

ア　地区を３地区に区分 

イ　建築物の用途の制限 

ウ　建築物の高さの最高限度（A 地区及び B 地区に限ります。） 

エ　建築物の敷地面積の最低限度 

オ　建築物の壁面の位置の制限 

カ　建築物等の形態、意匠の制限 

キ　垣又は柵の構造の制限 
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地区の目指すまちづくりにそぐわない建築物の立地を規制する目的で、

建築基準法における建築物の用途の制限に加えて、建築物の使い方を制限

するルールです。 

地区計画を決定した各地区に、建築してよい建築物の規定か、建築しては

ならない建築物の規定を設けています。 

 

 

 Ａ地区 次に規定するものは、建築することができません。 

(1)　住宅 

(2)　共同住宅、寄宿舎又は下宿 

(3)　店舗、飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が

１万平方メートル以内のもの 

(4)　事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が５００

平方メートル以内のもの 

(5)　ホテル又は旅館 

(6)　畜舎（犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が１５平方

メートルを超えないものを除く。） 

(7)　カラオケボックス又はダンスホール 

(8)　マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場

外車券売場その他これらに類するもの 

(9)　劇場、演芸場又は観覧場 

(10)　学校（専修学校を含む。） 

(11)　図書館、博物館又は美術館 

(12)　工場（建築基準法施行令第１３０条の６に定めるもの及

び店舗に附属する自動車修理工場を除く。） 

(13)　危険物の貯蔵又は処理に供するもの（ガソリンスタンド、

建築基準法施行令第１３０条の４第５号に定めるものその他
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 これらに類するものを除く。） 

(14)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第

２条第１項、第６項から第１１項まで及び第１３項のいずれかに

規定する営業の用に供するもの 

(15)　卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場

その他建築基準法施行令第１３０条の２の２に定める処理施

設の用途に供するもの

 Ｂ地区 次に規定するものは、建築することができません。 

(1)　住宅 

(2)　共同住宅、寄宿舎又は下宿 

(3)　店舗、飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が

１５０平方メートル以内のもの 

(4)　事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が５００

平方メートル以内のもの 

(5)　ホテル又は旅館 

(6)　畜舎（犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が１５平方

メートルを超えないものを除く。） 

(7)　カラオケボックス又はダンスホール 

(8)　マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場

外車券売場その他これらに類するもの 

(9)　劇場、演芸場又は観覧場 

(10)　学校（専修学校を含む。） 

(11)　図書館、博物館又は美術館 

(12)　工場（建築基準法施行令第１３０条の６に定めるもの及

び店舗に附属する自動車修理工場を除く。） 

(13)　倉庫業を営む倉庫 

(14)　危険物の貯蔵又は処理に供するもの（ガソリンスタンド、

建築基準法施行令第１３０条の４第５号に定めるものその他

これらに類するものを除く。） 
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 (15)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第

２条第１項、第６項から第１１項まで及び第１３項のいずれかに

規定する営業の用に供するもの 

(16)　卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場

その他建築基準法施行令第１３０条の２の２に定める処理施

設の用途に供するもの

 Ｃ地区 次に規定するもの以外は、建築することができません。 

(1)　住宅展示場 

(2)　事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が５００

平方メートル以内のもの 

(3)　次に掲げる金融機関の店舗で床面積の合計が３００平方

メートル以上のもの 

ア　銀行法第２条第１項に規定する銀行 

イ　信用金庫法第４条の規定による免許を受けて金庫事業を

行う信用金庫 

ウ　中小企業等協同組合法第３条第２号に掲げる信用協同組

合 

エ　労働金庫法第６条の規定による免許を受けて金庫事業を

行う労働金庫 

オ　農業協同組合法第１０条第１項第２号及び第３号の事業を

併せ行う農業協同組合

 Ｄ地区 次に規定するもの以外は、建築することができません。 

(1)　物品販売業を営む店舗でその用途に供する部分の床面積

の合計が５００平方メートル以上のもの 

(2)　事務所 

(3)　倉庫 

(4)　展示場

 基準日 令和元年１２月９日

 変更日 令和６年１２月１２日
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 全地区 次に規定するもの以外は、建築することができません。 

(1)　住宅 

(2)　共同住宅 

(3)　店舗、飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が

２，５００平方メートル以内のもの 

(4)　事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が１，５０

０平方メートル以内のもの 

(5)　自動車車庫 

(6)　倉庫業を営まない倉庫 

(7)　作業場の床面積の合計が３００平方メートルを超えない自

動車修理工場 

(8)　ガソリンスタンド

 基準日 令和元年１２月９日

 全地区 次に規定するものは、建築することができません。 

(1)　長屋（２戸を除く。） 

(2)　共同住宅、寄宿舎又は下宿 

(3)　ホテル又は旅館 

(4)　カラオケボックス又はダンスホール 

(5)　マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場

外車券売場その他これらに類するもの 

(6)　劇場、演芸場又は観覧場 

(7)　学校（専修学校を含む。） 

(8)　図書館、博物館又は美術館 

(9)　自動車車庫（建築物に附属するものを除く。） 

(10)　倉庫業を営む倉庫 

(11)　畜舎（犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が１５平
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 方メートルを超えないものを除く。） 

(12)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第

２条第１項、第６項から第１１項まで及び第１３項のいずれかに

規定する営業の用に供するもの 

(13)　卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場

その他建築基準法施行令第１３０条の２の２に定める処理施

設の用途に供するもの

 基準日 令和元年１２月９日

 全地区 １　用途地域の制限を受けるものに加え、次の各号に掲げる建

築物は、建築することができません。 

(1)　カラオケボックスその他これに類するもの 

(2)　巡査派出所、郵便局その他これらに類するもの 

(3)　神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

(4)　公衆浴場 

(5)　診療所、保育所その他これらに類するもの（就業者の福利

厚生のための附帯施設として設置されるものを除く。） 

(6)　老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するも

の 

(7)　自動車教習所 

(8)　畜舎 

(9)　卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その

他建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３０条の

２の２に定める処理施設の用途に供する建築物 

(10)　風 俗 営 業 等の規 制 及 び業 務 の適 正 化 等 に関 する法 律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第６項から第１１項まで及

び第１３項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

 Ａ 地 区 ２　Ａ地区及びＢ地区にあっては、第１項の規定による用途の制
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都市計画に基づき、建築物の高さの最高限度を定めるもので、工業専用

地域周辺の住環境を保全するために定めています。 

 

 

 

 

 及 び Ｂ

地区

限に加え、次の各号に掲げる建築物は、建築することができ

ません。 

(1)　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）別表第２（る）の項

第１号及び第２号に掲げる建築物の用に供するもの 

(2)　騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）第２条に規定する特

定施設（空気圧縮機及び送風機を除く。）を扱う工場 

(3)　振動規制法（昭和５１年法律第６４号）第２条に規定する特

定施設（圧縮機を除く。）を扱う工場 

 基準日 令和８年６月１９日

 地区計画 建築物の高さの最高限度

 

駒寄スマートＩ

Ｃ東周辺地区

Ａ地区

設けていません。

 Ｂ地区

 Ｃ地区

 Ｄ地区

 前 橋 伊 香 保 線 吉 岡 バイ

パス沿線地区

 既存商業地地区

 
駒寄スマートＩ

Ｃ西周辺地区

Ａ地区 １５メートル

 Ｂ地区 ２５メートル

 Ｃ地区 設けていません。



１７

 

新たに土地を分割して建築物を建てる場合に、最低限必要とされる敷地

の面積で、狭小な敷地による住環境の悪化を防止するためのルールです。 

 

敷地を分割したことにより、敷地面積の最低限度に満たない敷地ができ

た場合は、その敷地には建築物を建てることができません。ただし、地区計

画の決定（（１）における基準日）時点で最低限度に満たない敷地を一つの敷

地として使用する場合は、建築物を建てることができます。 

 

例　前橋伊香保線吉岡バイパス沿線地区（最低限度１８０平方メートル）に所

在する吉岡町大字大久保字○○×××番（地積３００平方メートル）が分割

される場合 

 

 地区計画 敷地を分割して建築する場合の最低限度

 

駒寄スマートＩ

Ｃ東周辺地区

Ａ地区 １万３，０００平方メートル

 Ｂ地区 ５００平方メートル

 Ｃ地区 ２００平方メートル

 Ｄ地区 ５００平方メートル

 前 橋 伊 香 保 線 吉 岡 バイ

パス沿線地区
１８０平方メートル

 既存商業地地区 １５０平方メートル

 
駒寄スマートＩ

Ｃ西周辺地区

Ａ地区 １，０００平方メートル

 Ｂ地区
３，０００平方メートル

 Ｃ地区

 
×××番 

（３００平方メートル） →
×××番１ 

（１８０平方メート

ル）

×××番２ 

（１２０平方メー

トル）

 従前の土地 建 築 す るこ とが で

きます。

建築することは

できません。
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統一感のある街並みの形成と、採光・通風の確保など、工業専用地域周

辺の住環境を保全するために定めています。 

 

 

地区整備計画において、建築物の派手な彩色や装飾を制限し、良好な景

観形成を図るためのルールを定めています。 

 

 

 

 

 

 

 地区計画 建築物の壁面の位置の制限

 

駒寄スマートＩ

Ｃ東周辺地区

Ａ地区

設けていません。

 Ｂ地区

 Ｃ地区

 Ｄ地区

 前 橋 伊 香 保 線 吉 岡 バイ

パス沿線地区

 既存商業地地区

 

駒寄スマートＩ

Ｃ西周辺地区

Ａ地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道

路境界線 までの距 離は、１５メートル以上でな

ければならない。

 Ｂ地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道

路境界線 までの距 離は、１０メートル以上でな

ければならない。

 
Ｃ地区

 建築物等の外壁・屋根は刺激的な色彩、装飾を避け、美観・風致を損なわ

ないものとし、周囲と調和を図るよう努めるものとする。
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まちの景観や安全性の向上、緑の多い街並みの形成のため、垣又は柵の

材料、形に関するルールを、一部の地区に定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地区計画 垣又は柵の構造の制限

 

駒寄スマートＩ

Ｃ東周辺地区

Ａ地区
設けていません。

 Ｂ地区

 Ｃ地区
道路境界線から３メートル以内に設置する垣

又は柵 については、街 並みの美 観 や歩行 者 の

安全面の確保を図るため、生垣等（フェンス、柵

等を含む。）とし、ブロック塀その他これに類す

る不透視性の塀等は、設置してはならない。た

だし、前面道路の路面の中心からの高さが０．

６メートル以下の部分については、この限りで

ない。

 Ｄ地区

 前 橋 伊 香 保 線 吉 岡 バイ

パス沿線地区

 
既存商業地地区

 
駒寄スマートＩ

Ｃ西周辺地区

Ａ地区

 Ｂ地区

 Ｃ地区

道

路

境

界

線

０ ． ６ メー ト ル 
以 下 
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地区整備計画区域内に建築物の建築や宅地造成等を実施する場合に「届出」

をしていただき、地区計画の内容に沿った建築等の計画であるかを判断します。 

 

 

届出が必要な行為とその例は、次のとおりです。 

ア　土地の区画形質の変更（盛土、切土、道路や宅地の造成等） 

土地の一部を売却するために分筆する、住宅を建てるために盛土して整

地する、住宅を建てるために土地の地目を農地から宅地に変更する 

イ　建築物の建築（新築、増改築、移転等） 

新しく住宅を建てる、増築を行う、建物を移転する 

ウ　工作物の建設（垣、柵、門、塀、擁壁などの建設・変更） 

敷地内に新しく生垣や門を設置する 

エ　建築物等の用途の変更（建築物等の使用目的の変更） 

住宅を店舗に変更するなど建物の全部又は一部の使い方を変える 

オ　建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更 

外壁や屋根の色彩を変更する 

 

 

次の行為に対しては、届出を要しません。 

ア　通常の管理行為、軽易な行為（仮設物の建築や区画形質の変更、既存の

建築物の管理行為等） 

イ　非常災害のための必要な応急処置として行う行為 

ウ　国又は地方公共団体が行う行為 

エ　都市計画事業又はこれに準ずるものとして行う行為（土地区画整理事業、

都市開発事業等） 

オ　開発許可を要する行為 
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ア　届出書類 

新規の届出にあっては「地区計画の区域内における行為の届出書」に、変

更の届出にあっては「地区計画の区域内における行為の変更届出書」に次の

書類を添付し、正副２部を御提出ください。 

 添付書類の一覧

 行為の種類 図書 縮尺 備考

 土地の区画形

質の変更

位置図 １，０００分の１以上 方 位 、道 路 、目 標 となる

地物、当該 行為を行う土

地の区域並びに当該区域

内及び当該区域の周辺の

公共施設を表示

 設計図 １００分の１以上 造成計画図及び断面図

 建築物の建築

（ 工 作 物 の 建

設 ） 又 は 用 途

の変更

位置図 １，０００分の１以上 方 位 、道 路 、目 標 となる

地物、当該 行為を行う土

地の区域並びに当該区域

内及び当該区域の周辺の

公共施設を表示

 配置図 １００分の１以上 敷地内における建築物又

は工作物の位置を表示

 ２ 面 以

上 の 立

面図

５０分の１以上 屋根及び外壁の色彩を表

示

 各 階 平

面図

５０分の１以上 用途を表示

 建 築 物 、工 作

物の形態又は

意匠の変更

位置図 １，０００分の１以上 方 位 、道 路 、目 標 となる

地物、当該 行為を行う土

地の区域並びに当該区域

内及び当該区域の周辺の
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イ　留意点 

(ｱ)　届出書類は、添付図面をＡ４版に折り、届出書を表紙として、左綴じ

にして御提出ください。 

(ｲ)　建築主本人以外の者が代理で届け出る場合、委任状を御添付くだ

さい。 

(ｳ)　届出書及び委任状への押印は、要しません（必要に応じて本人確認

を行います。）。 

 公共施設を表示

 配置図 １００分の１以上 敷地内における建築物又

は工作物の位置を表示

 ２ 面 以

上 の 立

面図

５０分の１以上 屋根及び外壁の色彩を表

示

 垣又は柵の設

置 若 し く は 形

態又は意匠の

変更

位置図 １，０００分の１以上 方 位、道路 及 び目 標 とな

る地物を表示

 垣 又 は

柵 の 設

置 平 面

図

１００分の１以上 道路境界線から垣又は柵

までの距離を表示

 垣 又 は

柵 の 設

置 立 面

図

５０分の１以上 垣又は柵の構造及び前面

道路の路面の中心からの

高さを表示 

制限対象地区において不

透視性のものを設置する

場合は、前面道路の路面

の中心からの高さも表示

すること。

 全て その他 参 考 となる事 項 を記

載した図書

求 積 図 、面 積 算 定 図 、外

構図など
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(ｴ)　地区計画の決定時点で、敷地面積の最低限度を満たしていない場合

は、それを証明する書類（土地の登記事項証明書、土地売買契約書、賃

貸借契約書等）を御添付ください。 

 

ウ　届出先 

〒３７０－３６９２ 

群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田５６０番地 

吉岡町　建設課　都市建設室 

 

エ　届出の時期 

工事（行為）着手日の３０日前まで 

 

オ　備考 

(ｱ)　届出書類等の様式は、町ホームページからダウンロードすることがで

きます。 

(ｲ)　地区計画の内容（建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限

度、建築物の壁面の位置の制限及び垣又は柵の構造の制限）に違反し

て建築物を建築した場合は、１０万円以下の罰金に処されることがあり

ます。 
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青線部分が、みなさまに行っていただく工程です。 

なお、緑線の部分は吉岡町が、橙線の部分は建築確認の部局（特定行政

庁又は民間の指定確認検査機関）が行う工程です。 

 

 

 ア 地区計画の届出 期間の制限は、行為着手の３０日前ま

で 

この届 出 のほか、吉 岡 町 土 地 開 発 指

導 要綱 の規 定 による協 議などを要 す

る場合があります。

 

 

 イ 審査、内容確認 届出書の内容を審査します。 

審査に当たり、追加の資料の依頼や内

容の確認のため、連絡を差し上げるこ

とがあります。

 

 

 ウ 適合通知 審査や内容確認の結果不適合となっ

た場 合 は、適 合 しない旨 通 知 します

（指 導 、勧 告 ）。この場 合 、再 度 アから

手続を実施していただきます。

 

 

 エ 建築確認申請 エからカまでの工程は、建築確認申請

を要する行為に限ります。  

 オ 申請書の審査

 

 カ 建築確認通知

 

 キ 行為に着手
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届出は、次の様式により御提出ください。 

ア　地区計画の区域内における行為の届出書 

 



２６

イ　地区計画の区域内における行為の変更届出書 
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 （問合せ先） 

吉岡町役場　建設課 　都市建設室 

〒３７０－３６９２　群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田５６０番地 

電　　　　話　０２７９－５４－３１１１ 

ファクシミリ　０２７９－５４－８６８１


